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●京都議定書発効！

２月１６日午後２時、京都議定書が発効した。議定書採択の地、発効を祝う

市民たちが京都の目抜き通りをパレードし､発効の瞬間を｢カウントダウン」

で歓迎した。冷たい雨が降る''１だったが、参加者の意気は軒昂。手に手に、

脱淑暖化社会に向けての行動を掲げたプラカードを掲げ､ますます重くなる

市民の役割を確認しあった。

この日、ブッシュ政権は改めて議定書への不参加姿勢を明らかにしたが、

ロンドンでもボンでもブリュッセルでも中国でも祝福を受け､発効を祝う声

が世界にこだました。ウォーラー・ハンター条約事務局長が京都での祝賀行

事で述べたように、議定書は実に幸先のよいスタートを切り、発効によって

約束から実行への弾みをつけ、さらに､2013年以降の約束の合意に向けた意

思を含めて、今年１１Hに条約のCOP11と併せて開催される議定書の第１回

締約国会議（MOP1）がカナダ政府に引き継がれた。

京都議定背は、将来世代から私たちに託された、子どもたちに安全な地球

を引き継ぐための国際社会の取り組みの「道標」なのだ。これからも、まだ

生を受けていない子どもたちと対話し､市民社会を巻き込んだ多国間交渉を

通して、将来世代と共存できる経済と懲らしを見出していくための軌道と

なっていくだろう。そのプロセスに参加していることを実感したこの日の感

動を、私たちは忘れない。
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１.脱温暖化社会へ
京都醗定番とともに歩もう！

▼ 

-3.京都i9B定書発効キャンペーン報告
▼ 

４.自然エネノレギー2005(京都)報告
▼ 

５.｢市民jr進める温畷ｲﾋ防止2004｣報告
▼ 

６.ＲＰＳ法見i封し提言
八幡市地域省エネルギービジョン

▼ 

７.各地の動き
▼ 

８.各i麺お知らせ・事務局から

気候ネットワークは温畷化防止のために市民から

提言し､行動を起こしていく環境NGO/NPOです。

全国の市民･隠境NGO/NPOのネットワーク組織

として、多くの組織･セクターと連棚しながら、

温畷化防止型の社会づくりをめざしています。

●京都議定書目標達成計画の完成はこれから

ノーベル平和賞を受賞したワンガリ・マータイさんは私たちに深い共感と

示唆を適した｡何度も投獄されながら､今は環境副大臣の立場にある彼女の、

｢私たちは､まだ未来を変えられる世代｣なのだと語りかけた言葉は重く響い

た。「今なら、まだ間に合う」とのメッセージも込められていただろう。

政府は議定書の発効とともに､京都議定書目標達成計画を策定する予定だ。

関係審議会のとI)まとめによれば事業者の削減目標は現状追認であり､大規

模排出事業者（その排出量は日本全体の７割にも及ぶものだが)の事業所ご

との排出堂の算定･報告と公表の制度化と運輸と業務への省エネ指導の強化

が盛り込まれそうだが､そのコンセプトは監督官庁と事業者との関係にとど

まっている。脱温暖化社会に向けて進むための裏付けとなる施策は、財源を

含めてこれからだ｡温暖化対策税の導入が何よりも基本となる。市民の役割

を明確にして具体的に施策に組み入れさせていくことが､これからの私たち

の課題となる。

マータイさんは､あるインタビュー記事で､「責任とは､気がついた者が担

うもの」とも答えている。一人ひとりの市民にできることを積み重ねて、時

代を変え、未来を築くことができることを、私たちの経験として次の世代に

語ることができるよう、さあ、歩み出そう！京都議定書とともに。

●●●●●●●●●●●●●●●●● 

わたしたちはめざします

(1)tk本的な国内対策で京都31Wi熟の6%､慨をＩ

(2)】iMii正i側の社会経済システムを！

(3)市民･地ｶﾘﾋﾞ主騨でi凰剛k防止のlBji些を！

(4)田麟i碇ﾌﾟﾛｾｽにHifGの鋤11と憎#､公ＩＨＩを！

(5)南北の公平をめざし、南の人々とＩＭＩ#iを！
●●●●●●●●●●●０●●●●● 

URL･hUtpWWwwjca6apc.⑨rg/kikoneV 

く鰯廟溺所＞

〒60州l湖辮ili中駆高鰄凹雑ﾙ高灯ﾋﾞﾙ噸
睡1.075-254-1011/ＦＡＸ・O75-2541012

E-maiLkikonet＠jcaapc.o聰

く韓顛務所＞

〒'02-0083繊都千代IH区麹町2-7-3
半鳶円ウッドフィールド2階

T℃1.03-3263.9210/FAXD3-3263-9463 

BmaiLkikotko＠jcLapc,org 気候ネットワーク代表浅岡美恵



Ｒｅｐｏｒｔ２/1５２/1６ 、■

｢インドネシア温暖化対策の現状と展望｣：FoEJapanがベランギ研究所と共催

で国際ワークショップ｢途上国から見

た長期的な国際温暖化対策の枠組み」

を開催した。（以下、報告の抜粋）

2004年から政府は地球温暖化対策

推進大綱（1998年決定、2002年改

正)の見直しをしており､経産省･環

境省ともそれぞれの審議会で議論し

てきた。しかし、危険でないレベル

に温室効果ガス濃度を安定させると

いう気候変動枠組条約の究極の目標

や、温室効果ガスの大幅な削減が必

要であるという|PCCの警告にもか

かわらず、経産省産業構造審議会で

は長期目標について議論されていな

い。さらに、経産省の提案では、予

防原則の考え方が全く見られず、将

来の技術開発に依拠しすぎている。

｢京都議定醤から考える逮卜園参加のシ

ナリオ～環境団体の考える環境に優しく

モエクティ・ソエヤクモエン氏(ペランギ

研究所副所長）

インドネシアでは海面上昇のほか、

干ばつや洪水、降水パターンの変化に

よる農業生産儲の減少、海水温の上昇

による海洋生態系の変化、マラリア等

の伝染病や下痢といった健康への被害

も心配されている。国内の適応策とし

て、気象警報システム、農漁業者等へ

の資金メカニズム、農業マネジメント

の強化、海面上昇、健康問題への対応

を掲げ、緩和策としては、エネルギー

転換･省エネルギー、農業･森林･土地

利用マネジメントの推進を掲げている。

将来の国嬬息暖ｲ|詞策における南北の対話の

｢フィリピンと中国で深刻化する温暖化
の影響と排出緩和及び適応政策の行方｣：
レッド・コンスタンチノ氏（グリーン

ピース・インターナショナル）

温暖化の影響は途上国において最も

大きく、生死､貧困､資源問題に及ぶ。

中国では、氷河が消失すると氷河から

溶け出す水に依存している人々が危険

にさらされ、フィリピンでは、海面上

昇による海岸線の後退、洪水、農作物

収穫量の減少、伝染病の拡大などが

人々を脅かすという。それ故、東南ア

ジアでは気候変動に対する認識が高ま

りつつあり、各地で石炭火力発電に対

する反対運動が起こっている｡また､中

国は石炭火力・原子力発電から再生可

能エネルギーへの転換を図るべきだと

認識しており、フィリピンは地熱・風

力発電など再生可能エネルギーのトッ

プ生産国となることをめざしている。

試み:アグス･サリ氏(ペランギ研究所所長） 公平な地球的枠組み」：ジェニファー．
産業革命以前のレベルから2℃未満の

温度上昇に抑えるためには、衡平な緩

和策･衡平な適応策･政治的なリーダー

シップが鍵となる｡緩和においては､歴

史的責任､GDP､排出量などを考慮して

負担配分を決めるべきであり、まず先

進国､続いて新工業国､急速にエ業化し

ている国々、その他の総卜固、そして後

発途上国という順で取り組むのが妥当

である｡適応においては､衡平な資金移

転に向けて今後の進展が期待されると

ともに、徐卜園のキャパシティービル

ディングの強化も必要となる。

｢日本国内での次期国際目標の議論の現状

モーガン氏(ＷＷＦインターナショナル）

将来の枠組み制度は､大気という公

共財への衡平なアクセス、歴史的責

任、キャパシティー、持続可能な発展

を害さないこと、先進国が開発のため

の資源･資金提供することを基本原則

とすべきである。そして先進国にとっ

て法的拘束力のある取引可能な排出削

減義務を伴う京都トラック、徐卜因に

とって低炭素の発展を可能にするグ

リーン化（脱炭素化）トラック、最も

脆弱な地域にとって不可避な温暖化の

影響に対処するための支援を受けられ

る適応トラックという３つのトラック

(道すじ）を並行して進めるマルチス

テージアプローチをとるべきである。

と課題｣:上園昌武氏(地球環境と大気汚染
を考える全国市民会議（CASA)）

’ 
１５日の夜､東京､銀座にあるソニースクエアーのソミドホールで｢京都議定書発効記念前

夜祭」が開催された。ＷＷＦジャパンが中心になって、実行委員会が主催したもの。温暖化

問題にかかわってきたＮＧＯメンバーに加え、企業､行政､マスコミの関係者や識員等が100

名以上も集まり、議定書の発効を祝った。国際交渉を振り返るスライドショー、温暖化の被

害を受けているツバルの最新情報の報告があった｡小池百合子環境大臣､大木浩COP3議長、

浅岡美恵実行委員長などからの挨拶、歌手・白井貴子さんの演奏もあり、「京都識定書とと

もに、一層、温暖化対策を進めていかなければならない」という様々なアピールがあった。



キャンペーンー温暖 の幕開け～

気候ネットワーク主催の京都議定書発効記念パレード「さあ、進めよう１温暖化防止」の出発

地である京都市役所前に約500人の人々が京都議定書の発効を祝おうと集まった｡多数の賛同･呼

びかけ団体の連携により、小雨にも関わらず、予想以上の参加者数となった。各団体メンバーか

らのリレートークの後､午後1時半にパレードがスタートした｡議定書発効を知らせる横断幕を先

頭に、参加者は省エネを訴える横断幕や、炭素税導入、自然エネル

ギー促進を求めるプラカードを掲げて、メッセージを伝えた｡パンダ

やペンギン等の着ぐるみに扮したり､アフリカの民族楽器ジャンベや

手製の楽器を思い思いに鳴らしながら、八坂神社までの約１５キロを

賑やかに行進した｡議定醤が正式に発効する午後2時(国連本部があるニューヨークの午前

零時）には、カウントダウンが行われ､全員で発効を祝った。参加者は、発効を祝福するの

と同時に、これから実質的な温暖化対策が必要であることを多くの市民にアピールした。
⑦④⑤①ｏＯＯ⑨⑤Ｏ③④ＯＯＯｅｏ⑤⑨⑥･･①⑥③③０．⑨⑥①⑨③③④ｏＯ①⑨③⑥●①｡⑧②①ＯｏＯＯ①。⑧①ｏｏＯ、ｏＯ

京都議定醤の発効を記念するNGO集会｢進もう京都

議定書とともに」には、長い間京都議定書の発効を待

ちわびた多くの市民､ＮＧＯメンバー約250人が集った。

まず聖母被昇天学院ハンドベルクワイヤーの奏でる美

しい音色が会場に響き渡り、集会が開始した。その後、

これまでの国際交渉の様子がスクリーンに映し出され、

映像とともにＣＯP3からの7年間を振り返った。またス

ライドショー京都編では、気候ネットワークの活動、

京都での先進的な取り組みが紹介された。

●日時『2,05年２月７６日はノブ7ｎｏ～79,0

●場所：国立京制国際会館Ｒｏｏｍ、
．主催：気鰻ネットワーク共催:１１鞭省
今プログラム

プ.開会

２オーズニング音楽

盈母益昇天顎院ハンポペルクワイヤー
ａスライドショー（国際壇）

４.挨拶

・西幽3安則氏伝扇翻大学崇長、
気候フォーラム願聞く当時>ノ

・竹本和彦氏（､ﾖ境省大臣百房恩FRiI割
５リレートーク（１）

・西岡良夫氏

（ウータン・森と生活を考える劃
・ピースポート

・地球環境エイドロックコンサート
．ソーラージェネレーション

ａズライドショー僚翻掴）

Ｚリレートーク(2)

・鐘材昭夫氏僚翻工簾会）

・足立治同Z氏(UACSES）
・和田武fモ位命頗大掌ノ
・アグズ・サリ氏（ベランギ研究所、

インドネシア）

・モエクティ・ソエヤクモエン氏

（ベランギ研究所、インドネシア）

・小野寺ＩＤうり氏（FbEJapan）
・中島正硯氏（グリーンピースジャパンノ
・レッド・コンスタンチノ氏

（グリーンピースインターナショナル、
フィリピンノ

・鋤ﾉﾉゆりか氏（WWFジャパン）
・ジェニファー・モーガン氏（ＷＷＲｊｉ(国）

８.閉会挨拶:浅岡美恵（気候ネットワークノ

リレートークでは､登壇者の誰もが祝福と歓迎の言葉を、そして同時に今後

に向けた新たな決意をロにした。その一部を以下に紹介する。

西島安則氏:今日の日は､現在を超えて未来へ続く大事な－歩になった｡京都

議定脅の発効が大事な分岐点にたったという決意をみなさんと一緒にかためたい。

竹本和彦氏:ＣＯP3に議長の補佐として参加し、当時のことを鮮明に思い

出す｡議定醤の採択から発効に至るまで様々な困難を乗り越え、NGOのみな

さんから力強い励ましをいただき、歴史に残る日を迎えられた。温暖化対策

の大綱が議定書の目標達成に位置づけられる。議定書の目標達成のために、

最大の努力をしたい。

和田武氏J21世紀の初頭は人類史の中でもきわめて重要な時期である。こ

の危機を乗り越えるために、地球規模で考え地域レベルで行動することが重

要。温暖化対策も地域から進めてていくことが重要である。

ジェニファー・モーガン氏:NGOの活動抜きには今日という日はあり得な

かった。今日は不可能を可能にすることを示す日でもあり、今後も努力を続

けて困難を乗り越えていくことが必要。

浅岡美恵:NGOの多くの人々の力で実現できたことを嬉しく思う。そして

この先多くの困難があるが、この道を多くの人々と協力し、勇気をもって進

んでいきたい。

<京都鰯定曹発効キャンペーン実行震周会＞
◆FbEqjapan ◆／li銃./輔i社会ノ研究センター（MACSES）

◆WWFジャパン◆地球環境と大気汚染を考える全国市民会鰯(CASAノ

③気候ネットワーク●グリーンピース・ジャパン
◆環境エネルギー政j霧研究所(lSEPノ



２７世紀に入り、自然エネルギーの普況を進めようとする動き

が世界的に徐々にでき始めている｡ｍ02年に開催されたヨハネ

スブルク・サミット（持続可能な発展に関する世界首麟会議ノで

は、世界的な自然エネルギーの蝋入目標の殻ｿ宝をめぐって各国

間で激しい餓鯰ｶｶﾞ展開された。さらに、２０“年には、ドイツの

ボンで「自然エネルギー2Ｄ０印」国際会露似下､ボン会議ノが

開催され、jEUV守や｣国際機関などが自然エネルギーに関する自発

的なハ国際行､ウプログラムノの実行を約束した。さらに今年は、

中国で､自然エネルギー20“のフォローアッブ::卜鯛ﾙｳﾂﾞ開催され

る予定である。これを受けて、２月ププ日、京都にてハインリッ

ヒ・ベル財団と11W境エネルギー政策研究所が､「自然エネルギー

2005：ボンから京都、そして中国ヘノ国際シンポジウムを開催

した。ここでは、当会議の模様を報告する。

ｅｐｏＴ 

＝ ００ 

ボンカDら京都へ､そして中国へ

RenewabIeEnergy:FromBonntoKyototowardsChina200５ 

このシンポジウムの第一部では、なぜ121然エネルギー

を推進する必要があるのか､という観点から三氏から報告

があった。まずボブ・ブラウン氏（オーストラリア連邦上

院議員､緑の党)は､オーストラリアの政論状況を踏まえ、

自然エネルギーの推進が極めて政治的な課越であるとの認

識を示した。また､浅岡美恵(気候ネットワーク代表)は、

行動プログラムに質的格差があることも意味している。

また、途上lIilが自然エネルギー促進に積極的な態度を示

し、技術的i?i金的協力を求めたにもかかわらず、これに

対する国際金融機関､先進国の反応はほとんどなかった。

現在、自然エネルギーに対する国際的推進鵬盤はまった

く整備されておらず、個々の活動・プロジェクトが個別

に行われているだけであり、こうした基盤づくりと国際

的ネットワーク体制づくりがｲﾐ可欠である。

次に、ボン会議で最も注｢1された中国の収Ｉ)組みにつ

いて、ワン・ジョンイン氏（|副立自然エネルギー開発研

究所所長)から報告があった｡中国は､急速なエネルギー

需要の増大が続いており、持続可能なエネルギー供給の

ために自然エネルギーのDM苑に取り組もうとしておl)、

その実現のための政策も雛Miしつつある。１１it後に、ウー

ヴェ・フリッチェ氏(エコィi)｢究所気候変動チーム部長)か

ら自然エネルギーの国際的促進における課題と機会につ

いて論点の耀理が行われた。

最後は、アジア各国のＮＧＯがに1国の状況についてコメン

トした｡そこでは､自国政府の自然エネルギーへの消極的な

政策の現状や､lnil際金融機関の支援に基づく大規模水力プロ

ジェクトの問題などが切実に諮られ､途上IHIのTli民レベルで

の活動が困難に直面していることが認識された。

世界が真に持続可能な社会を実現させるためには､欧州

で育てられてきた自然エネルギー普及の機迩を､成長箸し

いアジア地域にも根付かせることが重要である｡そのため

には、国際的なネットワーク形成を推進し、ｌｊｉ１際金融機

llU･アジア各IEI政府･市民に効来的に働きかけていくこと

が重要になる。同時に、アジア地域での自然エネルギー晋

地球i肚暖化問題をめ

ぐるl1il際交渉の流れ

を整理し、これを解

決するために自然エ

ネルギーの役割を強

調した。飯田哲也氏

(環境エネルギー政

策研究所所長）は、

自然エネルギー普及政策のRPS制度について日本を事例

にしながら批判的な分析を行った。

第二部では、自然エネルギー普及の各I1ilの経験につい

て、各国ＮＧＯから報告があった。ユルゲン・マイヤー氏

(ドイツ環境開発フォーラム代表)は、ドイツの成功事例

として自然エネルギーの優遇買収制度を紹介する一方、

石炭への補助金の温存等の問題を抱えていることも指摘

した。レッド・コンスタンチノ氏（グリーンピース・イ

ンターナショナル・フィリピン）は、フィリピン政府の

政策がまだ不十分であると指摘した。－.力で、地域レベ

ルで自然エネルギーを求める取り組みが成功を収めつつ

あり、こうした事例を広げていくことのjli饗性を訴えた。

チェ・ヨル氏（自然エネルギーＮＧＯネットワーク代表）

は、韓国では自然エネルギーに対する政雌的対応が遅れ

ているが、近年、導入目標を設定するなど-･定の前進が

あることなどを報告した。

第三部では、自然エネルギーの国際的助きとその戦略

について報告がなされた。まず､バーバラ・ウンミュシッ

グ氏（ハインリッヒ・ベルIMI､代表理111）は、ボン会縦

の意義と評価について報告した。ボン会縦では、全ての

国の参加を促しながら、lEI発的な目標設定の余地も残す

という政治的意図が成功したものの、それは逆に各国の

及のために、技術移

転や資金供給のmiで

Ⅱ本の果たすべき役

11Mは大きい。

蟻X馴薗エネルギー政策研究

所（ＩSEP）で、当日のj爺料

を､2000円磁料｣;ﾘﾉにて
駈売。７EL:O3-5318-3331、

E･ma〃:jSeP＠jsePoMp

写"提供:3噸エネルギー飲前１Ｗ
死所(lSEP)



分科会「政策転換のために市民は何をなすへ--’j’…

を自然エネルギーに限定すべき、(5)電

力自由化などその他の施策と調和して

いない、(6)自然エネルギーの価値の総

合評価の必要性などが挙げられる。こ

れに対して、「自然エネルギー促進法」

推進ネットワークは、電源別目標・価

格の設定、グリーン電力プログラムと

の整合性のある政策づくり、余剰電力

購入メニューの制度化などの改善点を

示している。これに加え、和田武氏(立・

命館大学）からは、ＲＰＳ法の課題とし

て、長期エネルギー目標のなさや、

ＲＰＳ法が市民の参加できない仕組みと

なっていることなどが指摘された。

引き続いて行われたパネルディスカッ

ションでは企業・市民・自治体の立場か

らＲＰＳ法との関わりで報告と議論が行

われた。正田剛氏（日本自然エネルギー

株式会社)は､「グリーン電力証脅の取り

組み」と題して、日本自然エネルギー株

式会社の行っているグリーン電力証書の

販売事業について報告した。グリーン電

力証書は、供給される電力が自然エネル

ギーであることを証明する証書であり、

これを鯛入することで自然エネルギーの

電気を使っているとみなせる。ＲPS法施

行後の変化として、電力価格が下がり、

逆に証書価格が上昇したことからバイオ

マス発電も証書販売が可能になった。

次に、鈴木亨氏（北海道グリーンファ

ンド）は、「市民風車と新エネ特措法」と

題して､市民風車の取り組みとRPS法と

の関係を、新たに稼動する石狩市民風車

を例に報告した。市民風車は、ＮＰＯが主

体となり市民からの出資を集めて建設さ

れた風力発電のことであるが､ＲPS法施

行後の市民風車事業のリスクが高まって

いる。すなわち（１）電力会社の珊入枠の

制約による事業化機会の喪失、開発コス

「電気事業者による新エネルギー等の

利用に関する特別措置法」（RＰＳ法）が

2002年に施行されてからすでに1年以上

が経ったものの、その後も自然エネル

ギー普及は遅々として進んでいない。２

年後のRPS法の見直しに向けて、自然エ

ネルギー普及のために、市民は何をなす

べきなのか。この分科会では、ＲＰＳ法を

めぐる自然エネルギー事業の現状を中心

として、市民・自治体・企業それぞれの

立場からの報告と譲論が行われた。

まず、大林ミカ氏（環境エネルギー

政策研究、「自然エネルギー促進法」推

進ネットワーク）による報告「ＲＰＳの

現状と課題、見直しに向けた視点と市

民の取り組みとかかわり」では、ＲＰＳ

法の施行初年度の結果を踏まえ、ＲＰＳ

法の制度的課題が整理され、それに対

する提案がなされた。ＲＰＳ法施行初年

度は、電力会社に課せられた新エネル

ギー等電気の義務品は達せられたが、

バンキング品が大きく、新エネルギー

等電気が供給過剰状態にあることを示

している。また、義務達成の約半分は

廃棄物発電によって占められている。

ＲＰＳ法の課題を整理すると以下のよう

になる。（１）低い目標値（義務趾)、（２）

事業者にとって事業見通しが不透明に

なった、（３）新エネ価値取引市場の不

透明さ、（４）新エネルギーのカテゴリ

卜回収の機会がとだえるなどリスクが高

まった。（２）電力麟入価格と新エネ価値

分の価格が別々に販売を余儀なくされる

上に、新エネ価値分の価格が不明である

点が事業リスクとなっている。

最後に、堂端重雄氏(北海道瀬棚町）か

ら｢北海道瀬棚町より洋上風車｣と題して、

瀬棚町が事業主体である洋上風力発電｢風

海鳥（かざみどり)」について報告があっ

た｡瀬棚港マリンタウンプロジェクトにお

いて、1998年に洋上風車建設の櫛想につ

いて協議が始まり、2000年に北海道電力

の買取凍結の発表などを経て、2004年に

本稼動を開始した。一方ＲPS法が施行さ

れたことにより新エネ価値分の販売先がな

かなか決まらず､事業経営を難しくしてい

た（その後、関西電力と契約)。

本分科会では、ＲＰＳ法の課題とそれ

をめぐる市民・自治体の自然エネル

ギーへの取り組みといった視点から議

論が行われた。そこから明らかになっ

たのは、ＲＰＳ法が自然エネルギー普及

に取り組む主体に大きな不安定性とリ

スクを負わせるものになっており、公

益的な価値の実現を担う市民や自治体

を排除している制度になっているとい

うことである。これを突破するために

は何をすべきか｡今後､市民の間でも情

報の蓄讃や議論を深めていく必要があ

るだろう。
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ＧＥＮか「ＲＰＳ法」見直しの「提言書」を取りまとめ

気候ネットワークも参加する「自然エネルギー促進

法」推進ネットワーク（GEN）は２月２２日、「自然エネ

ルギー拡大のための政策･制度の提案｣と題する提言醤

を発表した。

電気率業者による新エネルギー等の利用に関する特別

措置法（新エネ利用特措法、いわゆるＲＰＳ法）が施行

され2年が経とうとしているが､多くの問題点があり自

然エネルギーの促進どころかむしろ普及拡大を阻んでい

るとの指摘が各方面からなされている。同法には｢施行

後３年を経過し必要があれば見直す」との規定がある

が､ＧＥＮは早急な見直しが必要と考え、自然エネルギー

事業者の参加を得てタスクチームを設け具体的な見直し

方策について検討してきたもの。

今後ＧＥＮとしては、この「提言醤」を用いて、自然

エネルギー拡大が効果的に進む制度となるよう､各方面

に新エネ利用特措法見直しを働き掛けて行く。

展冒雷65雲斎１
＜現状認識＞

今の新エネ利用特措法は､目標値が極めて低く(2010年．

122億kWh､1.35％）かつ目標期間(設定時から８年後)が

事業期間(通常15～20年)と比べて短期間であること､特

に期間の前半は目標値が低いため買い手(電力会社)の圧

倒的な優位の下で取り引きの｢市場｣が実質的に存在しな

いこと､自然エネルギーでない廃棄物発電が対顛に含まれ

枠の多くを占めてしまうこと、自然エネルギー電源それ

ぞれの成熟度が配慮されないことなど､多くの問題点が

あり自然エネルギーの普及拡大を阻んでいる。

＜全般的な提案＞

ドイツなどで実綱がある固定価格制の自然エネルギー

普及に関する優位性を考廠し､そのメリットを折り込ん

で現行制度の枠組みを改善する３つの制度案を示す。

【改善案'】現行制度から経済合理性を考慮した固定

価格制に抜本的に改める案

【改善案2】今の仕組みを活用しつつ固定価格制の長

所を取り入れるランニング補助制度案

【改善案3】今の枠組みを継続しつつ目標値の大幅引

き上げ（現行の３～１０倍）や下限価格などで改善を

はかる案

く提案の１９項目＞

さらに｢環境保全と地球温暖化を統合した法目的へ

の転換｣｢成熟度の異なる電源の適切な育成の方策(太

陽光などへの配慮)｣｢国際的に共通の持続可能な自然

エネルギーの定義との鯛和(廃棄物の排除など)」｢趨

力会社の電気のみ価格の標準化」「地球温暖化防止政

策との調和方策」など全'９項目を提案している。

(蕪提言野の全文と要旨はＧＥＮホームベージ（hllpW
wwwjcaapcolg/UenZ）で見られるノ

畑匝之（GE1V迦営委貝／気候ネットワークノ

八ＮＧＯとの連携で地省エ、ルキーヒシヨン

八幡市（やわたし）は、人口約74,000人の京都府の南

部、大阪府との境界線沿いに位置している。もともとは

石清水八幡宮の門前町として栄え、1970代以降は､主に

大阪市方面のベッドタウンとして発展してきた地域であ

る。環境面での取り組みでは、2001年１０月に「八幡市

環境基本計画」を策定し、2002年８月にはこの計画に基

づきパートナーシップ組織「八幡市環境市民ネット」を

発足させた｡行政内部の取り組みとして2003年４月より

｢LASＥ（畷境自治体スタンダード)」に基づいた独自の

環境マネジメントシステムを運用している。

昨年から地域での効果的な省エネルギーの方策の検討

とその具体化のために､地域省エネルギービジョンに取

り組み､この２月に｢八幡市地域省エネルギービジョン」

を策定した。その策定にあたっては、環境自治体会醸と

気候ネットワークが協力して進め、ともすれば目標が畷

昧で実効性が乏しいビジョンが多い中､八幡市のビジョ

ンでは明確な目標値（2010年に90年比8％削減）の設

定､アンケート調査を元に確実に削減に結びつく効果の

算定､容器包装材や地産地消等の間接的なCO2削減効果

に着目した対策､対策を推進するた霧詳率::…藩’
めの具体的な施策の璽視､策定段階軒/:刀ljy1-…｜

での市島聖蕊者･鬘’1ＵｌＳＥＥ１扇悪霊悪悪;Ⅱ
よる進捗管理など先駆的な要素が盛

り込まれた。

今後八幡市では、同ビジョンに基

づき、短期的には広域での省エネラ

がljI

dJd0U 

lI1AJ 

｣｣ 

lﾛバ

ベルキャンペーンの実施、率業者の

環境マネジメントシステム取得支援、学校と連係した

省エネ学習などを展開し、中期的には、地産地消や省

エネ住宅・リフォーム推進のしくみづくりや環jXH配慮

型交通体系の棡築に取り組む。如何にこのビジョンを

実現するかが求められている。

京都議定醤の発効にともない､地域での温暖化防止

の必要性が高まる中､地域レベルの排出量や削減可能

性の把握､効果的な温畷化対策など、を明確にする手

段として、省エネルギービジョンの策定が活用でき

る。また、市民参加で策定することで、－層実現性が

高まるものと言える。

６ 



回・繍繍藁腫繍:霧+新たに太陽……す…に対して邇力会社への苑
遜晒力賦に応じて補助金を支払う制度を開始する。太陽光発髄の設慨の際の助成制度は全国で約370

程度の自治体で実施されているが、充迩趣力量に応じて補助金を支払う制度は全国初の試みとなる。

補助金の支払い期間は３年間で、１年目１０円/kＷh、２年目７円/kＷh、３年目５円/kＷｈとなる。

このような滋賀県の取り組みの背離には、2004年10月に策定された「しが新エネルギー導入戦略プ

ラン」がある。県は2010年までに県内で合計10万ｋＷの太陽光発緬の目標をかかげ、その達成のため

に「新たな発想に基づく県独自の新しいルールづくりの検討」を行なうとしている。今回の新制度はこ

れを具体化したものと言える。今後、こうした動きが各地の自治体に広がっていくことが期待される。

問合せ：滋賀県琵琶湖環境部エコライフ推進課新エネルギー推進室

ＴＥＬ：O77-528-3493FAX：O77-528-4847E-mail：dhOOO1＠pref､shigajp 

回｡:纈雷鱒:'F鯖鵜,馴(山科区)｣と｢…鬮(伏見区)｣…ぞれに新た鞍
「おひさま発電所（太陽光発電)」が誕生した。おひさま発髄所は、省エネルギーと自然エネルギーの

普及に取り組むＮＰＯ法人きようとグリーンファンドとの協働により設悩されたもので、昨年４月から

プロジェクトを立ち上げ取り組みを進めてきた。太陽光発駆の設悩にかかった経費は、保育園の110係

者やTl『民からの寄付金、さらに京折'1ライオンズクラブによる市民Jliliilおひさま発電所設置助成等でま

かなった。設置された太陽光発髄はそれぞれ5ｋＷで、発電された11,気は主に保育園で使用され、残り

はllll西緬力に売電される。発電iitを表示する電光掲示板も設樋され、園児達にも分かり易いように工

夫がなきれている。

問合せ：きょうとグリーンファンドＴＥＵFAX：O75-352-9150E-mail：grifan＠h7.dion・nejp

区｡臆(悪嘉繍ＩＰ蝋雷,I6Hの午後｢ﾌ論_ﾗﾑ気…樹の発足ｼﾝﾎﾟ…が輻『
目黒の東京都庭園美術館ホールでI)Mかれた。「フォーラム気候の危機」は、昨今の異常気象による危機

に対して、それを実感できる共有の認織として市民の間に広め、さらにはそれを克服するための行､１１

につなげていくために、様々な分野で活動している人々による情報の共有、検討、発信をおこなう緩

やかな連係の場となる。同フォーラムは大木浩氏（COP3議長)、吉野正敏氏（筑波大学名誉教授）が

代表を、須田春海（環境自治体会議)、加藤三郎氏（環境文明21)、北村必勝氏（揖保ジャパン環境Ｉけ

団)、などが幹事を務める。

問合せ：全国地球温暖化防止活動推進センター

ＴＥＬ：O3-5114-1281FAX：O3-5114-1283E-mail：cente｢＠jccca・ｏｒｇＵＲＬ：httpWWwwjccca.◎｢g／

晉地のイベントi管報
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ロ.イヘン
■凸

ご支援/ご厚〈お礼中し上げ.』tす。事務局から..．

●京都議定書発効艇念パレードには、雨天にもかかわらず、多くの方々にご参加いただ
きました｡賛同･呼びかけ団体及びご参加いただいた方々に改めてお礼申し上げます。

●京都議定評発効hid念パレード､NGO集会に京都府11鏑協同組合連合会からご支援をい
ただきました。ありがとうございました。

次の方から寄付をいただきました。
戯にありがとうございました。

岩田まり、高村ゆかり、

日々野散陽、ジャパンゥェィ、

中須雅治、小関千秋、中村郁也、
森崎耕一、相沢昭吉、加地範行

（鮴恥、不同､2005年１月~２１１）

●京都府立洛水商聯学校と、京都市立伏見工業高校（〕j(エコロジーセンター事莱）でｉＭ
暖化とエネルギーに側する教育プログラムを実施しました。

●京都議定啓発効の年を温暖化対策促進の年にするために、－屑のご支援．ご協力をお
願いします。

らくCDI固人・団体・ilhl或６

会個人・団体】円肋会同人・mｕ

特定非営利活動法人気候ネットワーク幟:鋼蕊/911職:須田龍/事務龍:醗鰯URLhItp:"www､jca､apc､oTg/kikoncI／
気候ネットワーク通個「凡雌"``wA」４１号
2005年３月１日発行（隔月１日発行）

鯉DTP岡貯･齪円介

護髄i蝿麹圃

＜京１，，１８脇Hｉ（４６部）＞＜1(H(１１筋l9i＞

(XⅡ芦8124〕;(iliIljlIlﾙ(li(繩jmln1条ヒル間カビル305KE４１噸１１(H〔MIT代IH[x麹町魂21麹''1ウツドフイールF2Wf
TIJlO75-254-lOIlFAX､075.254-1012Ｔ℃1.0]-3263-9210ＦＡＸ､03.3263.9463 

Ｅ,InaiLkik(〕nct@jca・hI〕c､o｢gE-maiI､kik()1k(〕＠jca・ilpc・org

伽lili振杵'百1座：OO940-6-79694（加入肴粉：Ａ(肢ネットワーク）
銀行振込1J鵬：＃〔京三菱銀行京郁支Ｐｊ艀j1D｢1１４ｉＩｊ７０８５２（気候ネットワーク）

幽露迩醐囲騒圃騒■u■、囲鬮観

温室効果カス排〕出量取ﾗﾉ：
日本の排,出里,取引制度の提案

温隈化対策の総合政策の中心となﾄﾉ得
る「排出舩取引制度」を、日本におい
て設計する際の要点を提案したもの

報告jノノ／７９／ｓｔｏｏｍｕｃ/山

温暖化によって予想される北極圏
の自然の変化について分析

蟻両報告釘ともh叩ｺｹWwwwwforｿp/blVmale，
jndbx./ＷｍよりノダウンローＦ可

爪ZZIqZ-トーームーー・ムーーr-L-:;iセミナ三二・:ﾆｰr、ザＴ_…＿

｢グリーン電力とは？」始めよう環境コミュニケーション

グリーン電力

とは何か、また

その仕組みに参

加する方法をま

とめたもの

-自然エネルギーとＣＳＲ(企業の社会的貢献

日時：３月１６日（水）１８:30～20:4５

場所：京エコロジーセンター１階シアター

参加l1H：５００円（申込み不要）

活動報告：オムロン（株)、

竹内税理士事務所他

鰯鑓塁ﾆﾆｰﾆﾆｰZrエニニニニr室ごこ;ｆ－ｆ－－テーーーーニT:冤二:f蚕::二:=

京のアジェンダ２１フォーラム取務所

TEL:075.647.3535E-mail：ma21I＠mbox・kyoto･inet・or・Iｐ


